
亀山市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。  

平成２８年３月３０日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第１４号  

 

   亀山市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則  

 

 亀山市児童福祉法施行細則（平成１７年亀山市規則第６０号）の

一部を次のように改正する。  

 別表第２備考の２中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の

２第６項」に改め、同表備考の３の（２）中「及び第６項」を「、

第６項及び第２４項」に改め、同表備考の３の（３）中「附則第１

２条」の次に「、所得税法等の一部を改正する法律（平成２５年法

律第５号）附則第５９条第１項、第６０号第１項」を加え、同表備

考の４の（２）中「第１７条」の次に「及び第３１条の７」を加え、

同表備考の４の（３）中「第１３項、第１４項、及び第１５項」を

「第１２項、第１３項及び第１４項」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


